
第 1次十字軍時代のユダヤ人迫害

小崎閏

1095年 11月27日， Clermont公会議の最終日，ローマ教皇Urbanus11は，

東方キリスト教会をムスリムの抑圧から解放し，聖地エルサレムをキリスト教

徒の手に奪回するという名目のもとに，十字軍を提唱した。 Urbanusのこの呼

びかけは，彼自身の精力的な勧説努力もあって，やがて誰も予想しえなかった

ほどの反響を西ヨーロッパ社会に巻き起こすこととなった。十字軍を組織して

オリエントに派遣するという Urbanusの計画の真の狙いがどこにあったのかは，

必ずしも明確ではないが，当初彼が構想した遠征軍は恐らく，比較的小規模の

騎士を主体とする部隊であったと推測される。そして個々の参加者が長途の遠

征に要する莫大な経費を調達し易くするためにも，また安易な志願者を除外す

るためにも，彼は遠征開始期日を春の収穫を待って， 1096年8月15日と指定し

た九ところが Urbanusの予期に反して，彼の呼びかけに真先に反応したのは下

級聖職者や農民層であり，しかも彼らは Urbanusのこうした慎重な配慮を無視

して，早くも 1096年 3月にはフランスを出発してしまった2)。

11世紀末の西ヨーロッパでは聖職者と俗人とを問わず，いわゆるグレゴリウ

ス改革の浸透とともに，隠修士運動 (Eremitisme)と巡礼熱の著しい高揚が見

られた。十字軍自体が一種の巡礼に他ならなかったし，第 1次十字軍の勧説に

最も貢献した人物は， Urbanus自身を別とすれば， Pierre d' AmiensとRobert

d' Arbrisselであり，そしてこの 2人はともに隠修士であった。とりわけAmiens

出身の Pierreは，その異様な風貌と火を吐くような弁舌によって北フランスの

各地で多くの民衆を惹きつけ， 1096年 3月には 15，000人から成る大軍を率いて

第 1次十字軍の先障を切った針。この Pierre軍に呼応するかのように，北フラン

ス・フランドル・ロレーヌ・南ドイツから中小領主や下級聖職者に率いられた

十字軍部隊が先を争いつつ，ライン川・ネッカー川・ドナウ川に沿って一路

Constantinopleを目指して旅立つた。ところがこれらの諸部隊は多かれ少なか

れ，出征の出鼻でユダヤ人の迫害を行なったのである。
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第 1次十字軍を契機にして西ヨーロッパで発生した大規模なユダヤ人迫害に

ついては，キリスト教徒の手による若干の同時代史料とともに，迫害の模様を

詳細に叙述した 3篇のへプライ史料が存在するヘ本稿ではこれらの史料に依っ

て，迫害の事実が確実視される Rouenとラインラント諸都市の事例を取り上げ，

十字軍の発動に伴って惹き起こされたユダヤ人迫害の実態を跡づけていくこと

にする。

2 

我々がエレミヤの予言「ヤコプのために喜び歌い，喜び祝え，諸国民の頭

のために叫ぴをあげよ」云々に従って救済と慰霜を待っていた年，即ち 4856

年，我々の追放より数えて 1028年， 256太陰周期の第 11年一一この年は反

対に悲しみと岬き，嘆きと叫ぴに変った。〔聖書の〕警告のすべての中に述

べられているあまたの悪がユダヤ民族に加えられた。聖書に挙げられたも

のも書かれていないものも，我々の上に訪れたのである。

十字軍兵士によってラインラントで行なわれたユダヤ人迫害の有様を仔細に

記録したユダヤ人年代記作者 Solomonbar Simsonは，その年代記の冒頭でこ

のように述べている九ユダヤ暦4856年は西暦 1096年に当り，この年はユダヤ

人が救世主メシアの降臨を密かに待望していた年であった。言葉の意味を，そ

れを構成するへプライ文字が表わす数値から解釈する方法(Guematria)による

と， r歌う」を意味するへプライ語 RANUは256に該当した。このような符合

から， 11世紀末のユダヤ人の聞では，聖書に示されたエレミヤの予言が 1096年

に成就するのではないかという期待があった九しかし現実に彼らの頭上に降っ

てきたのは，待望久しい彼らの救世主メシアではなく，偶像崇拝の邪教徒の荒

れ狂う剣であった。

教皇 UrbanusがClermontで十字軍を訴えた直後の 1095年 12月，ノルマン

ディーの Rouenで，十字軍を志願する者たちがユダヤ人共同体を襲撃するとい

う事件が発生した。 NogentのGuibertは1115年頃に執筆した彼の『自伝』の

中でこの事件に触れている。この時，運良く救出されて洗礼を施され， Elyの修

道院で修道士として成長したユダヤ人の子供と，彼を保護した Eu伯の未亡人を

Guibertはよく知っていた。

-ユダヤ人である 1人の修道士がこの修道院で暮らしている。エルサレム遠
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征の噂がラテン世界全域に鳴り響き始めていた頃，彼は以下のようにして

その迷信的な信何から解き放たれたのである。ある日 Rouenで，この遠征

のために十字架を持って従軍の誓約をしていた者たちが次のような不平を

言いだした。「我々の意図は，遠路はるばる広大な領土を踏み越えて，オリ

エントへ神の敵どもを征伐しに行くことだ。然るに，ここ我々の眼の前に

もユダヤ人がいるではないか。これほど神に刃向かった民族はいないんだ。

これでは話が逆さまではないか!J こう言いながら彼らは武器を取ってユ

ダヤ人を狩り集めにかかり，暴力的にあるいは好策を弄して一一私は正確

には知らないが一一一，とある教会の中に彼らを詰め込み，そしてそこから

引きずり出して，性別・年令に関係なく無差別に剣を振り下ろした。しか

しキリスト教信何に帰依することを同意した者は虐殺の脅威を免れている。

ある貴人が 1人の幼い子供を見つげ，その子に憐れみを感じて抱き上げ，

自分の母親にその子を託したのは，この殺裁の最中であったη。

Guibertのこの記述には，第 1次十字軍時代のユダヤ人迫害の形態が典型的に示

されている。 (1)ユダヤ教の象徴であるシナゴーグの襲撃・破壊 (Guibertがと

ある教会と言っているのは明らかにユダヤ教会のことである) (2)ユダヤ人に

キリスト教への改宗を迫り，同意して洗礼を受けた者は助命し，拒絶した者は

殺害するという，改宗か死かの二者択一 (3)迫害の論理として，遥かオリエン

トのムスリムが神の敵と見倣されるのであれば，ムスリムにも増して神の敵で

ある眼前のユダヤ人が何故放置されるのかという疑問。そしてこれらの諸点は，

やがてラインラントで発生する大迫害の中でより一層集中的に浮き出てくるこ

とになる。

Rouen以外に，フランスの他の地域でも同様の襲撃が行なわれたのかどうか

については確認できない。ただ間接的ながら，南フランスの Monieuxで1096年

に，ユダヤ人共同体が反ユダヤ暴動の犠牲となったことが知られているへまた

早々に遠征を開始した隠修士Pierreは，ユダヤ人に対する攻撃的言辞を吐かな

いことへの代償として，北フランスの共同体から 1通の書状を獲得していたと

言われる。その内容は，行軍の途上に存在するユダヤ人諸共同体に対して.Pierre 

軍に糧食の提供を要請したものであった9)oPie町 eがこうした書状を得るに際し

ては，当然北フランスの共同体に対して力を背景にした威嚇のあったことが推

察される。この書状が功を奏したのかどうかは分からないが，とにかく.1096 

年 8月に Constantinopleへ到着するまでの聞に.Pierreの大軍がユダヤ人を迫
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害した形跡は見当らない。

一方 Rouenの事件について，北フランスの幾つかの共同体は，ライン川流域

の全共同体に通報し，十字軍部隊の通過に伴ってラインラントでも同様の事態

の生じる危険性を知らせた。これに対して Mainzのユダヤ人は.Rouenの犠牲

者に祈りと断食を以って哀悼を捧げたのみで，自らを防衛する対策を何ら講じ

なかった1へその理由は恐らく，十字軍の呼びかけがドイツではフランスほどの

熱狂を惹き起こさなかったからでもあろうし，またそれほどにラインラントの

ユダヤ人諸共同体は繁栄と安定を誇り，皇帝や司教による保護を確信していた

からでもあろう。パスーロレーヌ公Godefroide Bouil1onが十字軍に出征する

に当って，ユダヤ人を根絶やしにする誓いを立てたとの風評が流れるに及んで，

Mainzのユダヤ人指導者 RabbiKalonymosは，当時北イタリアに滞在してい

た皇帝 HeinrichIVのもとへ使者を送って保護を訴えた。皇帝はこれに応えて，

Godefroiを含めた彼の全封臣にユダヤ人の権利と生命の保護を命じた。Godefroi

は，ユダヤ人に対しいかなる危害も加える意図はなく，皇帝の命令を尊重する

ことを確約した川。ところが隠修士 Pierreや文無し Gautierの軍が 1096年 4月

にラインラントを通過するにつれて，この地方でも十字軍の気運が急速に高ま

り，それとともに 5月初旬から 7月にかけて，ラインラント諸都市のユダヤ人

共同体は軒並み反ユダヤ的感情の激発に曝されることとなった。

まず5月3日.Speyerに集結していた南ドイツの反皇帝派領主 Leiningen伯

Emichoの部隊は，当日がユダヤ人の安息日(サパト)であることから，大勢の

ユダヤ人が集まる礼拝時にシナゴーグを急襲した。しかし予め危険を察知した

ユダヤ人は礼拝を早目に切り上げていたため，部隊が襲った時シナゴーグには

誰もいなかった。その後兵士たちは当市の 11人のユダヤ人を殺害した。騒ぎを

聞いた Speyer司教Johanは武装兵を引き連れ，暴徒を捕えてその腕を切り落と

すといった断固たる態度で臨み，騒動を制圧した12)。ちなみに Johanは叙任権

闘争の中で皇帝派に属する司教であった。

続いて Wormsへ移動した十字軍部隊は. 5月 18日と 25日の 2度に亘り，

Worms市内を舞台に大惨劇を繰り広げた。ここでも Worms大司教Adalbertが

ユダヤ人のー集団を大司教館の中に匿うなどしたものの，十字軍部隊の圧力に

抗しきれず，彼らにキリスト教への改宗を勧めた。やがて近在の農民をも混じ

えた十字軍兵士が大司教館に乱入し，中にいたユダヤ人を殺害し，市内で殺裁

を悲にした。 Salomonbar Simsonによると.Wormsにおける 2日間の犠牲者

は800人を数えた則。
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Emichoはさらにドイツのユダヤ人社会の中心地であった Mainzへ向かい，

ここでフランス・イングランド・フランドル・ロレーヌ・シュヴァーベンから

来た諸部隊と合流した。この中には，既にスペインでムスリムと闘った経歴を

持つ Melun副伯 Gu日laumele Charpentier，イール・ド・フランースの掠奪領主

として NogentのGuibertや Saint-DenisのSugerの著述にしばしば登場する

Coucy領主 Thomasde Marle，あるいはDrogode N esleやClarembaudde 

Vendeuilといった，いずれも十字軍史に名を留める有力領主がいたl九既に Speyer

とWormsでの惨状を聞いていた共同体の有力者たちは， Mainzの大司教と世

俗領主，並びに彼らの家臣や従僕に至るまで，約 400ゼクキム (zekukim)の

銀同を贈って買収した。大司教たちはユダヤ人の保護を約束したものの，Emicho

の Mainz到着に呼応して市内で反ユダヤ暴動が発生し，その際 1人のキリスト

教徒が殺されたことから，暴動は一層激化するところとなった。ついに 5月27

日，反ユダヤ的な一部市民は大司教 Ruthardの命令に逆らって， Emichoに対

して市門を開いた。大司教は多くのユダヤ人を大司教館に収容し，共同体側と

Emichoとの交渉の仲介の労を取るなどしたが，攻撃を阻止することはできなか

った16)。ユダヤ人たちも闘うことのできる者は武器を取って抵抗を試みたものの，

数の上で圧倒的に劣勢であることに加えて，神の怒りを鎮めるための数日来の

断食と極度の恐怖からくる衰弱もあって，到底十字軍兵士の敵とはなり得なか

った。しかも当初彼らを警護していた大司教の家臣たちは真先に逃げ出し，大

司教自身も身の危険を感じて教会から逃走した。結局， 5月27日から 29日に

かけて 900-----1， 300人のユダヤ人が犠牲となり， Mainzの共同体は壊滅した問。

Emichoはこの時Mainzから東方へ向けて進発したが，彼の部隊の一部はさ

らに Kolnへと北上し，モーゼノレ渓谷からユダヤ人を一掃すると唱えて， 6月初

めに TrierとMetzでも迫害を行なった18)0Koln大司教は逸早く市内のユダヤ

人を近在の各所に分散疎開させて難を逃れさせたものの，やがて迫害の手は 6

月下旬から 7月初旬にかけて， Kolnから避難したユダヤ人の隠れ住むNeuss，

Wevelinghofen， Altenahr， Eller， Xanten， Morsへと伸びていった日}。一方こ

れより先の 5月23日には，いかなる部隊か特定できないが， Ratisbon (Regens-

burg)でユダヤ人のほとんど全員をまとめてドナウ川に投げ込み，司祭が水面に

十字の印を切って洗礼を強制した20)。さらに 5月30日には，恐らく， Folkmar 

という名の司祭に率いられたザクセン人とボへミア人のー隊が Prahaのユダヤ

人を襲撃した2九

Toulouse伯 Raymondde Saint-GillesとLePuy司教 Adhemarを総司令官
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とする正規の十字軍の出征に先がけて，民衆(農民)十字軍と総称される多数

の部隊がエルサレム行の旅に上った。隠修士 Pierre軍のように，ともかくも小

アジアに渡りトルコ軍と戦闘を交えたものもあるが，中には糧食の確保に難渋

してハンガリーやブルガリアで住民を掠奪したり，現地権力と衝突したりして，

中途で瓦解四散する部隊も少なくなかった。司祭 Folkmarの部隊はハンガリー

のNitraで，同じく司祭Gottschalkの隊は Szekesfehervar(Stuhlweissenburg) 

で全滅，そして Emicho軍はハンガリ}領内の通過を拒絶され，Moson(Wiesel-

burg)で壊滅・敗走した22)。

3 

ローマ教会の公式見解では，ユダヤ人(教徒)は故なく殺されることは勿論，

意に反して強制的にキリスト教に改宗させられるべきものでもなかったoGregorius 

大教皇以来， 1215年の第 4Lateran公会議に至るまで，この方針に基本的な変

更はなかった。キリスト教社会におけるユダヤ人の存在自体が，キリスト教信

仰の正しさを証明する「信何の証jであった。十字軍が現実化する遥か以前か

ら，スペインではフランスの騎士とムスリム軍との間で小規模な戦闘が繰り返

されていた。恐らくその際にも，南西フランスやスペインでユダヤ人が攻撃の

対象になったと考えられる。例えば 1063年の Barbastro遠征の折，時の教皇

Alexander 11はスペインの全司教に書簡を送り，彼らが遠征軍の攻撃からユダ

ヤ人を守ったことに賛意を表明するとともに，改めてユダヤ人の迫害を禁じて

いる。

先般諸卿から私が受けた報告，即ち諸卿が諸卿のもとに居住するユダヤ人

を，サラセン人に対抗するためスペインに遠征した者たちによって殺害さ

れることのないよう，いかにして保護したかという話は我々にとって同慶

の至りである。恐らくは神の愛が救済に向けて予定していた者たちを，彼

らは愚かな無知により，あるいは恐らく盲目的な強欲によって殺害して猛

り狂おうと言い張った。しかし聖グレゴリウスが何人に対しでも彼らを抹

殺することを禁じた知く，神の憐れみによって保護されている彼らを消し

去ろうと唱えることは非道である。……確かにユダヤ人とサラセン人の事

情は異なっている。キリスト教徒を迫害し，諸都市や彼らの家から追い出

している輩は，当然闘われなければならない。しかしどこにあろうと，彼

ら〔ユダヤ人〕は〔我々に〕仕える覚悟でいる。いかなる司教に対しでも
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彼らのシナゴーグを破壊しようとすることを禁じる問。

Alexanderのこの書簡は，第 1次十字軍時代の最も権威ある教会法学者Yvesde

Chartresの『法令集』にも採録されており24k従ってユダヤ人に対するローマ

教会の見解は一貫していた。事実， Prahaで迫害があった時，司教Cosmasは

強制改宗が教会法に反すると見て，徒労に終ったものの，正義への情熱に駆ら

れてユダヤ人の強制改宗を禁じる努力をした25)。年代記作者AachenのAlbert

もラインラントでの迫害を記録する中で， 1""神は正しい裁き手であり，何人も意

に反して，また強制的にカトリック信何の範に繋がれではならないと命じてい

る」と，強制改宗の不当'性を冷静に説いている 26)。

しかしながら Alexander11の書簡からも窺えるように，神学や教義にはおよ

そ無縁の俗人大衆の聞では，キリスト教信何の敵としてユダヤ人(教徒)とム

スリムを，あるいはユダヤ人と異端を区別して考えること自体が既にむずかし

くなっていた。 NogentのGuibertが伝える Rouenでの迫害と全く同じ理屈を

ラインラントでも十字軍兵士が唱えている。ユダヤ人年代記作者 Solomonbar 

Simsonによると，

我々の眼の前にかの人〔キリスト〕を敬わない民族がいるのに一一実際，

彼らの先祖はあの方を十字架に懸けた連中だ一一，我々はなぜエルサレム

の辺りに住んでいるイシマエリトとの戦争に行かねばならないのか? な

ぜ我々は彼らを生かし，彼らの居住を大目に見ているのか?まず初めに我々

の剣を彼らに見舞い，然る後に我々のさすらいの道行きを続けようではな

し3カ当27)。

イエス=キリスト処刑の責任をユダヤ人に帰す考えは， rヨハネ福音書』に露

骨に表わされているように，既にキリスト教成立当初から存在し，キリスト教

の普及拡大の過程で，キリスト殺しとしてのユダヤ人観はキリスト教信者の心

に抜き難く浸透したに違いない。そして一旦信何に関わる深刻な問題状況が生

じた時には，キリスト殺害者の子孫であるユダヤ人に対して報復を加えようと

する感情も容易に生み出されるであろう。 1009年にエルサレムの聖墳墓教会が

フアーチマ朝カリフ AI-Hakimによって破壊された折，ヨーロッパではこれを

ユダヤ人の陰謀によるものとする風説が流布し，若干の場所では迫害も行なわ

れた可能性がある加。十字軍は紛れもなく，キリスト教信仰を擁護するべく，そ
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の敵と闘うことを目的として教会によって宣言された事業であった。 450年前

ムスリムによって奪われた聖地を奪回するため，キリスト教徒がオリエントに

遠征しムスリムと闘うことが正当であり，かつ今求められているのであれば，

1，000年前にイエスニキリストを十字架に懸けて殺したと信じられるユダヤ人の

子孫に復讐することがなぜ許されないのかという疑問は，一般の敬度なキリス

ト教徒にとって極めて素朴な感情であったろう。 BarSimsonは，ユダヤ人に対

するキリスト教徒の報復願望こそが十字軍の目的であったと見ている。彼の伝

えるところによると.Mainzでの迫害の際，十字軍兵士がユダヤ人に向かつて

次のように叫んだ。

貴様らは我々の崇拝の対象を木に懸けて殺した連中の子供だ。その人〔キ

リスト〕が自らこう言われたんだ.i私の子らがやっ来て私の血に復讐する

日が訪れるであろう」と。我々はその人の子である。それ故，貴様らがそ

の人に背き信じない輩であるからには，その人の復讐をするのは我々の義

務だ29)0 J 

ここにはキリスト殺害に対する報復の観念と同時に，キリスト自身が生前それ

を望んでいたとの俗信が明瞭に表わされている。 Mainzでは十字軍兵士たちが

口々に「キリストの名のもとにJ.iキリストの流した血の復讐」を叫びながら

ユダヤ人に襲いかかった則。 AachenのAlbertによると，十字軍兵士の中には

ユダヤ人を殺すことで購宥が得られると信じ込んでいる者もいた3九Dithmarな

る伯は，ユダヤ人を 1人殺すまではドイツを去らないと公言した32)。

このような狂信的雰囲気が撞き立てられる中で，世界の終末の近いことを信

じる多数の民衆が，二度と再びイスラエルの名が思い起こされることのないよ

うに，キリスト教世界からユダヤ人(教徒)を一掃することによって，エルサ

レムへの道を掃き清めようとした。そもそも西ヨーロツパのキリスト教徒をエ

ルサレム遠征に駆り立てた衝動も，時の終わりが差し迫り世界が根底から変わ

ろうとしているとの終末観に基づくところが大きし従って『ヨハネ黙示録』

に予言されている「新しいエルサレム」を建設するため，異教徒を根絶しなけ

ればならないという信念であった。教皇 Urbanus自身. Clermontでこのよう

な観点を訴えたことも考えられるし，その後各地で十字軍を説いた説教師たち

は，間違いなく甚だ扇動的な表現で，悔俊の旅としての十字軍を人々の心に植

え付けたのであろう。しかも Urbanusは参加者に全贈宥を約束したのであるsヘ
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ラインラントにおける最大の迫害者であった Leiningen伯 Emichoは，南イタ

リアでキリストから直接王冠を授かるであろう，との啓示を使徒より得たと吹

聴していた制。確かに Emichoは，自らを終末の直前に現われるとされた最後の

皇帝に擬えていた。彼自身も，また彼に率いられた兵士たちも，ユダヤ人を改

宗させてキリスト教世界に引き入れることによって，終末の到来を促進してい

るものと考えていたのかも知れない。なぜなら，世界の終末に当ってユダヤ人

はキリスト教に改宗するであろうとの Gregorius大教皇の教えは， 11世紀末に

も依然として変わらないローマ教会の公式教義であったからである35L

4 

ユダヤ人は様々な身分的制約を受けながらも，スペインを除くヨーロッパの

キリスト教世界に居住を許された唯一の異教徒であった。彼らは紀元千年紀を

通じてローマ帝国領内を漸次北上し，各地に共同体を形成していった。特に 9

世紀以降，カロリング朝によるユダヤ人保護のもとに，ラインラントには多数

のユダヤ人が集住した。言語を初めとする伝統・文化の共通性，そして何より

も強固な宗教的一体感は，商業交易の極めて希薄な時代にあって，半ば必然的

に彼らを貴重な国際的遠隔地貿易業者とした。同時にそのことは，キリスト教

世界内における彼らの宗教的・社会的周縁性とともに，これまた半ば必然的に

彼らを聖俗の権力者たちに直接従属する被保護民とした制。 1020年代， ["非常に

豊か」であった都市Sensの伯 Raynaudは，ユダヤ人に対する格別の愛顧の故

に「ユダヤ人の王」と部撤されたと言われるし， Speyer司教Rudigerは， 1084 

年，自分の町の商業活動を促進するため，わざわざ Mainzのユダヤ人に特権を

与えて Speyerに呼び寄せたほどであった37)010'" 11世紀に見られる諸都市の著

しい成長の裏には，ユダヤ人の活動が少なからず寄与していた。もとより彼ら

の活動領域は商業交易や徴税請負に限られていたわけではなく， Rouenのユダ

ヤ人MarReubenの例に明らかな知く，世襲的に土地を保有して農業経営を行

ない，あるいは染色業を営む者もいた38)。彼らは実にヨーロッパにおける商業的

先駆者であったばかりでなく，若干の農業技術の分野においても先導者の役割

を果たしたのであった。こうしてラインラントの Mainz，Koln，ノルマンディ

ーの Rouen，シャンパーニュの Troyes，Reimsなどのユダヤ人共同体は 11世

紀のほぽ全期聞に亘って繁栄を誇り， MainzのGershomben Judah (ca. 960-

1028)やTroyesのSolomonben Isaac (Rashi， ca. 1040-1105)は律法解釈の最

高権威として，ヨーロッパのユダヤ人社会であまねく尊重された。しかし一方，
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土地所有を政治的・社会的権力の根幹とする封建体制が確立する中で，異教徒

ユダヤ人は次第に土地から排除され，各種の営業特権を奪われていく情勢が進

行した。勢い彼らは，キリスト教徒の思避する(しかし現実には必要不可欠な)

金融業などの特定業種に限定されざるを得なくなった。

ところでA.Murrayが言うように，商業の活性化とそれがもたらす貨幣流通

の増大とともに，ユダヤ人はヨーロッパ最初の「成金J(nouveaux riches) と

なったのである39)。そしてそのようなユダヤ人「成金Jに対するキリスト教徒側

の反感は，ユダヤ人と同じく商業交易に従事して富を成しつつあった商人層(都

市民)よりも，むしろ旧来の土地領主や貨幣に縁の薄い貧民層から生じたこと

も， 1096年の迫害に照らして見れば明らかである。MainzやKolnあるいは Praha

においても，ユダヤ人商人とは商売敵であるはずの都市民の多くは，彼らを自

宅に匿うなどして保護する立場を取った。

十字軍遠征に要する費用は原則として自弁であった。数ヵ年に及ぶ出征経費

を調達することは，個々の参加者にとって並大抵のことではなしそれぞれ土

地を抵当に入れたり宝石を売却したり，考えられるあらゆる手段を用いて資金

を捻出した40)。当然，資金調達をユダヤ人の手に頼らざるを得ない者も少なから

ずいたと思われる。そのような場合，ユダヤ人に対する感情の摂れは一層増幅

されたであろう。 50年後に第 2次十字軍が提起される時には，キリスト教徒か

ら金を巻き上げているユダヤ人の財産を没収して，これを十字軍資金に充てよ

うとの議論が声高に唱えられるようになる。しかもこのような主張を説いたの

は，シト}会修道士 Rudulfのような狂信的扇動家のみに留まらず， 12世紀前半

の修道院的知性を代表する人物の一人， Cluny修道院長 Pierrele Venerableさ

えもが，ユダヤ人の放逐と財産没収を国王 LouisVIIに献策するに至る 4九

11世紀末に始まった十字軍は，その後約 200年の間ヨーロツパ社会を間歌的

に揺り動かし，その理念は晩年の Columbusをも捉えて離さなかったほど，キ

リスト教徒の心に深く浸透した。しかしながら，十字軍がヨーロッパにもたら

した積極的価値としては，極言すれば，唯一アプリコツト(あんず)のみであ

ったと言われるように，実際にはヨーロッパはこれによって余りに多くのもの

を失った反面，得たものは甚だ少なかった4ヘ数次に及ぶ十字軍は，ヨーロッパ

人に対する修復不能とも言える不信と憎悪の念をムスリムとビザンツの両世界

に植え付けた結果，キリスト教世界とムスリム世界，ラテン・キリスト教会と

ビザンツ教会の聞には，埋めることのできない深い断層が生じた。そして同時

に救済の旅としての十字軍は，ユダヤ人に対するヨーロッパ・キリスト教徒の
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度し難い憎悪と嫉妬と恐怖の感情を蝿り立てる作用を果たし，やがて 13世紀以

降ともなると，ユダヤ人の存在自体がヨーロツパの多くの地域で拒絶されてい

くのである。 1096年の迫害は，ユダヤ人がより一層悪い状態へと転落していく

最初の一歩であった。
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